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第１章 立地適正化計画の概要 

本章では、立地適正化計画の概要や福生市において策定する必要性等を整理し、計画の位置

付けや対象区域・計画期間などについて整理します。 

 

１．立地適正化計画の概要 

・急激な人口減少と高齢化を背景として、財政・経済面において持続可能な都市経営を可能にする 

ためには、医療・福祉・子育て支援・商業施設などがまとまって立地し、これら生活利便施設等に、

住民が徒歩や公共交通等を介して容易にアクセスすることができるように、『コンパクトシティ・プラ

ス・ネットワーク』の考えに基づきながら、持続可能なまちづくりを推進することが重要となります。 

・この考え方を踏まえ、立地適正化計画では、住宅や生活利便施設を一定の区域に誘導することで、 

人口減少下においても、一定の人口密度と日常生活の利便性の維持・向上を目指します。 

・立地適正化計画では、以下の事項を定める必要があります。 

 

➢ 立地適正化計画の区域 

➢ 立地の適正化に関する基本的な方針 

➢ 居住誘導区域（区域・区域内で市が講ずる各種施策） 

➢ 都市機能誘導区域（区域・区域内で市が講ずる各種施策） 

➢ 誘導施設（都市機能誘導区域ごとの誘導施設、関連基盤整備事業） 

➢ 防災指針 

 

・なお、本計画は、住居や生活利便施設を強制的に短期間で移転させる主旨のものではなく、長期 

的な視点に立って、上記の居住誘導区域や都市機能誘導区域内への緩やかな誘導を目指してい 

くものです。 

【立地適正化計画の区域設定イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省資料「改正都市再生特別措置法等について」 

立地適正化計画で定める事項 
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２．本市での立地適正化計画策定等の必要性 

・本市においても、今後更なる人口減少・少子高齢化が見込まれています。このような状況の中、福 

生駅をはじめとする駅周辺への生活利便施設の集積等により、更なる利便性の向上を図り、高齢 

化への対応や子育てしやすいまちづくりを実現するため、本計画を平成 30年に定めました。 

・今回、計画策定後５年が経過したことから、目標値・指標値の達成状況の評価・検証を行い、必要

に応じた計画の見直しを行うとともに、令和２年に改正された都市再生特別措置法に基づいて、新

たな記載事項として防災指針を定めるものです。 

３．各計画との関係性・位置付け 

・立地適正化計画と、上位計画及び関連計画との関係性は、以下のとおりです。計画の検討におい 

ては、市民の生活に関わる様々な分野と連携して作成します。 

【立地適正化計画と上位・関連計画との関係性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福生市総合計画（第５期） 

 

総合戦略 

 

即する 

本市の上位計画 

連携・整合 

即する 

福生市都市計画マスタープラン（第２期） 

将来像や土地利用方針の具現化 

本市の関連計画 

医療･福祉･子育て 

◆地域福祉計画 
◆高齢者福祉計画・介護
保険事業計画 

◆バリアフリー推進計画 
◆子ども･子育て支援事業

学校・教育 

◆教育振興基本計画 
 

防災 

◆地域防災計画 
◆国土強靭化地域計画 
◆耐震改修促進計画 
 

農業・みどり等 
◆農業振興計画 
◆緑の基本計画 

公共施設の 
適正配置 

 ◆公共施設等総合管理
計画 

◆個別施設計画 等 

都市基盤整備 

◆住宅マスタープラン 
◆下水道総合計画 
◆空家等対策計画 

都市像を実現するための戦略 
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４．計画の対象区域 

・本計画は、都市計画区域全域（福生市全域）が対象となりますが、都市機能及び居住誘導区域に

ついては、市街化区域を主として検討を進めていきます。 

【福生市立地適正化計画の対象区域】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．計画期間 

 

・本計画は、おおむね 20年後の都市の姿を展望し計画検討を行っており、計画期間は平成 30年 

度(2018年度)より令和 19年度(2037年度)までとします。 

・また、本計画はおおむね５年ごとに各評価指標により効果の検証を行うことを基本とし、総合計画 

や都市計画マスタープランの計画期間との整合を図りながら、必要に応じて見直しを行うものとしま 

す。 

計画期間：平成30年度(2018年度)～令和 19年度(2037年度) 


